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１．計画策定の趣旨 

今日の子ども・子育てを取り巻く環境の変化は大きく、抜本的な制度改革が求められており、

平成27年４月から、我が国の子ども・子育て支援は新制度に移行することになりました。 

その後、令和５年４月にはこども家庭庁が設置されるとともに、子どもを権利の主体として

位置付け、その権利を保障する総合的な法律として「こども基本法」が施行されました。 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・

地域の子育て支援についての需給計画として全市町村で策定が義務づけられており、本村にお

いては令和２年度から令和６年度までを計画期間として「第２期鶴居村子ども・子育て支援事

業計画」（以下、「第２期計画」という。）を策定し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな

い支援の充実に向けた取組を進めてきました。 

第２期計画は令和６年度に終期を迎えることから、制度改正や子ども・子育てをめぐる国や

道の動きを反映した「第３期鶴居村子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 

 

２．計画の位置付け 

「第３期鶴居村子ども・子育て支援事業計画」は、「子ども・子育て支援法」第61条に基づ

き、市町村子ども・子育て支援事業計画として策定し、「次世代育成支援対策推進法」第８条

における「市町村行動計画」を一体的に策定することとします。 

また、この計画は「つるい未来創造プラン（第５次鶴居村総合計画）」を最上位計画とし、

村の福祉関係計画等と整合を図ります。 
 

根拠法 子ども・子育て支援法 次世代育成支援対策推進法 

市町村 

計画 

市町村子ども・子育て支援事業計画 

（策定義務あり） 

次世代育成支援市町村行動計画 

（努力義務） 

性格 

特徴 

○待機児童対策を含め、子育て中の保護者

ニーズに対応したサービス基盤の整備

を目指す事業計画 

○幼児期の学校教育・保育・地域の子育て

支援についての需給計画 

○全国的な少子化を受け、総合的対策を講

じるための行動計画 

○「つるい未来創造プラン（第５次鶴居村

総合計画）」の子ども・子育て支援に係

る分野別計画 

 
 

 

 第３期鶴居村子ども・子育て支援事業計画 

  

一体的に策定 
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３．関連計画との関係 

本計画は、「つるい未来創造プラン（第５次鶴居村総合計画）」を上位計画とし、鶴居村にお

ける子ども・子育て分野の個別計画として、計画期間における子育て支援サービスの需給状況

や子育て関連施策の推進を図るために策定するものです。 

また、本計画の策定にあたっては、関連する個別計画との整合性に配慮します。 
 

■他計画との関係（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つるい未来創造プラン（第５次鶴居村総合計画） 

整 合 
連 携 

連携 

連携 

健康つるい２１（第三次） 

鶴居村障がい児福祉計画 

【福祉関係の個別計画】 

その他の関連個別計画 

第３期 鶴居村 

子ども・子育て支援 

事業計画 
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４．計画の期間 

本計画の期間は、「子ども・子育て支援法」に定める５年間とし、令和７年度から令和11年

度までとします。ただし、社会状況の変化や関連制度・法令の改正、施策の推進状況等を踏ま

え、必要に応じて計画の見直しを行います。 
 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

          

 

 

５．計画の策定方法 

（１）子ども・子育て会議の設置 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第72条に定められている合議制の機

関である「鶴居村子ども・子育て会議」（以下「子ども・子育て会議」という。）を設置し、

計画内容、事業運営、施策推進に関する事項についての審議を行います。 
 

■策定体制のイメージ 

  

第２期鶴居村 
子ども・子育て支援事業計画 

第３期鶴居村 
子ども・子育て支援事業計画 

必要に応じて見直し 

見直し 

鶴居村（計画決定・実行機関） 

鶴居村子ども・子育て会議 

（審議等機関） 

保健福祉課 
（事務局機能） 

アンケート調査 

意見 協議 
運営事務 意見反映 

庁内関連部署 

調整・連携 
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（２）アンケートの実施 

鶴居村の子ども・子育てに関する実態とニーズを把握するため、就学前児童をもつ保護

者及び小学生児童をもつ保護者を対象にアンケート調査を実施し、計画の策定と今後の子

育て支援を展開していくための基礎資料としています。 

①調査対象及び調査方法等 

調 査 対 象 

令和６年６月１日現在 鶴居村に在住する就学前児童及び小学生

の保護者 

・就学前児童の保護者：55世帯 

・小学生の保護者：91世帯 

調 査 期 間 令和６年６月 

調 査 方 法 郵送による配布・回収（郵送法） 

 

②回収結果 

 配布数（人） 回収数（人） 回収率（％） 

就学前児童の 
保護者向け 

55 33 60.0 

小学生の 
保護者向け 

91 44 48.4 

合  計 146 77 52.7 
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６．子ども・子育て支援をめぐる国の動向 

常に子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに関する取組や政策を我が国の社会の真ん中

に据えて、強力に進めていくため、令和５年４月に「こども家庭庁」が発足しました。こども

家庭庁は、こども政策の司令塔となり、省庁の縦割りを排し、これまで組織の間でこぼれ落ち

ていた子どもに関する福祉行政を一元的に担うこととなっています。 

同じく令和５年４月から、子どもを権利の主体として位置付け、その権利を保障する総合的

な法律として「こども基本法」が施行されました。 

また、「こども基本法」に基づき、これまで別々につくられてきた「少子化社会対策大綱」

「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」が束ねられ、「こども大綱」

に一元化されることになりました。 

 

■こども基本法の概要（地方公共団体関係部分） 

・定義（第２条関連） 

この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 

・地方公共団体の責務（第５条関連） 

地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体

との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

・都道府県こども計画等（第10条関連） 

都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計

画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及

び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以

下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

・こども等の意見の反映（第11条関連） 

国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、

当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
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１．人口の動向 

（１）鶴居村の人口推移 

令和２年に2,519人だった本村の総人口はゆるやかな減少が続いており、令和６年には

2,460人となっています。 

年齢３区分別の人口をみると、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）は減少

傾向がみられますが、高齢者人口（65歳以上）は増加傾向にあります。 
 

■年齢３区分別の人口推移 

 

出典：住民基本台帳（各年４月１日） 

 

（２）児童人口の推移 

就学前児童（０～５歳）は令和２年の105人から減少が続いており、令和６年は75人とな

っています。 

小学生（６～11歳）は令和３年の101人から増加傾向となっており、令和６年は116人の

状況です。 
 

■児童人口の推移 

  

出典：住民基本台帳（各年４月１日）  

306 295 280 264 249

1,391 1,388 1,372 1,363 1,362

822 830 821 840 849

2,519 2,513 2,473 2,467 2,460

0

1,000

2,000

3,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）

105 100 91 86 75

115
101 104 108 116

220
201 195 194 191

0

100

200

300

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

就学前児童（０～５歳） 小学生（６～11歳）

（人）



第２章 本村の現状 

12 

（３）一般世帯数の推移 

国勢調査による鶴居村の世帯数は平成７年から年々増加しており、令和２年は1,101世帯

となっています。 

１世帯あたりの人員は平成７年から減少が続いており、核家族化の進展がうかがえます。 

 

■世帯数と１世帯あたりの人員数の推移 

 
出典：国勢調査 

 

（４）婚姻と離婚 

令和元年から令和５年における婚姻件数はおおむね10件未満で推移していますが、令和３

年のみ14件と多い状況です。 

また、離婚件数は令和元年から令和３年まで毎年１件で推移していましたが、令和４年から

増加傾向となっています。 

 

■婚姻及び離婚件数の推移 

 

出典：鶴居村 

  

851 
913 917 958 

1,022 
1,101 

3.24

2.99 2.91
2.74

2.48
2.32

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0

500

1,000

1,500

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

世帯数 １世帯あたりの人員

（世帯数） （１世帯あたり人員）

8

3

14

2

6

1 1 1

4

6

0

5

10

15

20

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

婚姻件数 離婚件数

（人）
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（５）出生数の推移 

本村では令和元年から令和５年にかけて毎年10人以上の出生があり、平均の出生数は12人

となっています。 

 

■出生数の推移 

 

出典：鶴居村 

 

（６）合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一

生の間に産む子どもの数に相当します。 

本村の合計特殊出生率は平成15～19年は国及び北海道よりも高くなりましたが、それ以外

の期間はおおむね全国とほぼ同等の水準で推移しています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

 
 

出典：人口動態統計特殊報告 

  

10

15

11
14

10

0

5

10

15

20

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

1.36
1.31

1.38

1.43

1.33

1.24 1.19
1.25

1.30

1.21

1.33

1.60

1.31

1.48

1.33

1.1

1.3

1.5

1.7

平成10

～14年

平成15

～19年

平成20

～24年

平成25

～29年

平成30

～令和４年

全国 北海道 鶴居村
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（７）女性の就労の状況 

女性の年代別就業率は、いったん就職するものの結婚等に伴い一時的に離職するため20代・

30代の就業率がいったん低下する、いわゆるＭ字カーブを描くことが多いと言われています。 

令和２年の国勢調査に基づく女性の年齢階級別就労率をみると、本村は20～24歳の

92.0％から40～44歳の77.3％まで徐々に就労率が下がり、その後45～49歳に高くなる曲

線を描いています。 

また、北海道平均と比較してみると、本村は20歳から54歳まで北海道を上回る就労率とな

っています。 

 

■女性の就労状況（令和２年） 

 

出典：国勢調査 

  

92.0

84.9
81.3 80.0 77.3

86.7
81.6

65.7

55.2

39.6

20.4

8.3 10.0

0.7

0

20

40

60

80

100

（％）

北海道 鶴居村
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２．子育て環境の状況 

（１）保育所の状況 

保育所利用者数は、令和３年度の73人から減少しており、令和６年度は56人となっていま

す。 

 

■保育所利用者数の推移 

 
出典：鶴居村（各年５月１日現在） 

 

（２）小学校の状況 

小学校児童数は令和３年度の100人から増加が続いており、令和６年度は116人となって

います。 

小学校別の児童数をみると、令和３年度から令和６年度にかけて鶴居小学校及び下幌呂小学

校は増加傾向がみられ、幌呂小学校は減少傾向となっています。 

 

■小学校児童数の推移 

 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 

  

69 73
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0

20
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50
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鶴居小学校 幌呂小学校 下幌呂小学校

（人）
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（３）中学校の状況 

中学校生徒数は令和３年度の92人から減少が続いており、令和６年度には56人となってい

ます。 

中学校別の生徒数をみると、鶴居中学校及び幌呂中学校ともに令和３年度から減少傾向で推

移している状況です。 

 

■中学校生徒数の推移 

 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 

 

（４）放課後児童クラブの状況 

放課後児童クラブ利用者数の合計は令和２年度から令和３年度にかけて横ばいに推移して

いましたが、令和４年度から増加傾向がみられ、令和６年度は80人となっています。 

放課後児童クラブ利用者数を学年区分別でみると、低学年（１～３年生）は増加している一

方、高学年（４～６年生）は減少しています。 

 

■放課後児童クラブ利用者数の推移 

 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 

  

72 74 73
61

50

15 18
10

6

6

87
92

83

67
56

0

20

40

60

80

100

120

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

鶴居中学校 幌呂中学校

（人）

23 23

44 48
57

29 29

30 25
23

52 52

74 73
80

0

20

40

60

80

100

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

低学年（１～３年生） 高学年（４～６年生）

（人）
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■低学年（１～３年生）の利用者数の推移 

単位：人 

施設名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

下幌呂放課後児童クラブ 
「青空キッズ」 

9 9 13 15 17 

鶴居村子どもセンター 
放課後児童クラブ 14 14 31 33 40 

合   計 23 23 44 48 57 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 

 

■高学年（４～６年生）の利用者数の推移 

単位：人 

施設名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

下幌呂放課後児童クラブ 
「青空キッズ」 

14 10 13 10 8 

鶴居村子どもセンター 
放課後児童クラブ 15 19 17 15 15 

合   計 29 29 30 25 23 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 

 

（５）特別支援の状況 

小学校の特別支援児童数は令和２年度の９人から増加傾向がみられますが、中学校の特別支

援生徒数は減少傾向で推移しています。 

 

■特別支援の状況 

単位：クラス、人 

施設名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

小学校 

学級数 7 7 8 9 8 

児童数 9 10 13 14 15 

中学校 

学級数 5 4 3 3 2 

生徒数 8 7 4 4 3 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 
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（６）障がい児支援の状況 

障がい児支援サービスの利用者数は令和２年度から増加傾向で推移しており、特に放課後等

デイサービスは令和２年度の９人から令和６年度には24人まで増加しています。 

■障がい児支援サービスの利用者数 

単位：人 

施設名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

障害児相談支援 13 21 28 26 26 

放課後等デイサービス 9 19 22 24 24 

児童発達支援 4 4 8 6 6 

出典：鶴居村（各年５月１日現在） 
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３．アンケート調査結果 

（１）子育てを主に行っている人 

就学前児童の保護者は「父母ともに」が72.7％、「主に母親」が27.3％、小学生の保護者は「父

母ともに」が75.0％、「主に母親」が25.0％となっています。 

≪ 就学前児童の保護者 ≫ 

 

 

≪ 小学生の保護者 ≫ 

 

  

72.7

27.3

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

今回調査(n=33)

令和元年調査(n=60)

75.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

62.7

32.2

3.4

1.7

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

今回調査(n=44)

令和元年調査(n=59)
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（２）母親の就労状況 

 

就学前児童の保護者は「パート・アルバイト等」が39.4％で最も多く、次いで「フルタイム」

（36.4％）が続いています。令和元年調査と比べると、「以前は就労していたが、現在は就労し

ていない」が19.8ポイント減少しています。 

小学生の保護者は「フルタイム」が50.0％で最も多く、次いで「パート・アルバイト等」（38.6％）

が続いています。令和元年調査と比べても、大きな差異はありません。 

≪ 就学前児童の保護者 ≫ 
 

 

 

≪ 小学生の保護者 ≫ 
 

 

 

  

36.4

9.1

39.4

0.0

15.2

0.0

0.0

26.7

3.3

33.3

0.0

35.0

0.0

1.7

0% 20% 40%

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト等

パート・アルバイト等（休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

今回調査(n=33)

令和元年調査(n=60)

50.0

0.0

38.6

0.0

11.4

0.0

0.0

42.1

1.8

36.8

0.0

19.3

0.0

0.0

0% 20% 40% 60%

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト等

パート・アルバイト等（休業中）

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

今回調査(n=44)

令和元年調査(n=57)
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（３）現在の教育・保育施設の利用状況 （就学前児童の保護者のみ） 

 

現在、定期的な教育・保育事業を「利用している」人は85.4％で、令和元年調査と比べて、19.1

ポイント増加しています。 

定期的に利用している教育・保育事業は、「村立保育園」が95.1％、「その他」が4.9％とな

っています。 

≪平日の定期的な教育・保育事業の利用有無≫ 

 

≪主に利用している教育・保育事業の種類（複数回答）≫ 

 

※「保育ママ事業」は令和元年調査のみの選択肢 

 

（４）教育・保育事業の今後の利用意向 （就学前児童の保護者のみ） 

 

今後、定期的に利用したい平日の教育・保育事業は、「村立保育園」が91.7％で最も多く、次

いで「ファミリーサポート事業」「村外の保育所」（それぞれ10.4％）が続いています。 

令和元年調査と比べると、「ファミリーサポート事業」が19.8ポイント減少しています。 

  

85.4

14.6

0.0

66.3

32.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している

利用していない

無回答

今回調査(n=48)

令和元年調査(n=86)

95.1

4.9

0.0

89.5

8.8

7.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村立保育園

保育ママ事業

その他

無回答

今回調査(n=41)

令和元年調査(n=57)

91.7

10.4

10.4

8.3

8.3

0.0

4.2

2.1

84.9

30.2

10.5

10.5

10.5

7.0

17.4

3.5

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村立保育園

ファミリーサポート事業

村外の保育所

村外の認定こども園

村外の幼稚園

村外の幼稚園の預かり保育

保育ママ事業

その他

無回答

今回調査(n=48)

令和元年調査(n=86)

「その他」の内容 

・釧路市内保育園 
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（５）一時預かり等の利用意向 （就学前児童の保護者のみ） 

 

今後、一時預かり等を「利用したい」と回答した人は51.5％、「利用する必要はない」と回答

した人は48.5％となっています。 

一時預かり等を利用したい理由は、「冠婚葬祭、学校行事、親や子どもの通院など」が70.6％

で最も多く、次いで「私用、リフレッシュ目的」（58.8％）が続いています。 

≪今後の一時預かり等の利用希望≫ 
 

 

 

≪一時預かり等を利用したい理由（複数回答）≫ 
 

 

 

（６）ショートステイの利用意向 （就学前児童の保護者のみ） 

 

今後、ショートステイを「利用したい」と回答した人は18.2％、「利用する必要はない」と回

答した人は81.8％となっています。 

 

  

51.5

48.5

0.0

0% 20% 40% 60%

利用したい

利用する必要はない

無回答 (n=33)

70.6

58.8

11.8

0.0

5.9

79.5

65.9

31.8

2.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

冠婚葬祭、学校行事、親や子どもの通院など

私用、リフレッシュ目的

不定期の就労

その他

無回答

今回調査(n=17)

令和元年調査(n=44)

18.2

81.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したい

利用する必要はない

無回答 (n=33)
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（７）子どもが病気やケガのときの対応方法 （就学前児童の保護者のみ） 

 

子どもが病気やケガのときに教育・保育事業を利用できなかったことが「あった」人は67.7％、

「なかった」人は32.3％となっています。 

その対応方法は、「母親が休んだ」が85.7％で最も多く、次いで「父親が休んだ」（42.9％）、

「親族・知人に子どもをみてもらった」（19.0％）が続いています 

≪今後の一時預かり等の利用希望≫ 
 

 

 

≪子どもが病気やケガのときの対応方法（複数回答） 
 

 

  

67.7

32.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

あった

なかった

無回答 (n=31)

85.7

42.9

19.0

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

78.1

25.0

21.9

18.8

0.0

3.1

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親が休んだ

父親が休んだ

親族・知人に子どもをみてもらった

就労していない方が子どもをみた

村外の病児・病後児の保育を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

今回調査(n=21)

令和元年調査(n=32)
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（８）小学校就学後の放課後に過ごさせたい場所 （就学前児童の保護者のみ） 

 

５歳以上の子どもがいる人に小学校就学後、放課後を過ごさせたい場所をたずねたところ、「自

宅」「放課後児童クラブ」がそれぞれ50.0％（２人）、「祖父母などの親族、友人・知人の家」

「学習塾や習い事」がそれぞれ25.0％（１人）となっています。 

 

  

50.0

50.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

63.6

54.5

18.2

18.2

0.0

9.1

36.4

0.0

27.3

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

放課後児童クラブ

祖父母などの親族、友人・知人の家

学習塾や習い事

ファミリーサポート事業

放課後等デイサービス

公園や広場などで遊ぶ

その他

無回答

今回調査(n=4)

令和元年調査(n=11)
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（９）子育てをする上で感じること 

 

就学前児童の保護者は、「自分の時間がとれず、自由がない」が66.7％で最も多く、次いで「子

どもを叱りすぎているような気がする」（51.5％）、「子どもの発育や健康、食事や栄養などが

心配である」（39.4％）が続いています。 

小学生の保護者は、「自分の時間がとれず、自由がない」が43.2％で最も多く、次いで「子ど

もを叱りすぎているような気がする」（40.9％）、「子どもの性格や癖などが心配である」（31.8％）

が続いています。 

≪ 就学前児童の保護者 ≫ 
 

 
  

66.7

51.5

39.4

36.4

30.3

21.2

18.2

12.1

9.1

9.1

6.1

3.0

3.0

0.0

12.1

0.0

68.3

51.7

45.0

36.7

36.7

25.0

18.3

13.3

18.3

8.3

20.0

10.0

10.0

3.3

5.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

自分の時間がとれず、自由がない

子どもを叱りすぎているような気がする

子どもの発育や健康、食事や栄養などが心配である

子どもの性格や癖などが心配である

子どもが思いどおりにならず、イライラする

子育て中に社会から取り残されたように感じる

夫婦あるいは家族との間で子育てに対する意見が合わない

同じ年頃の子どもをもつ保護者同士の情報交換の場がない

子育てに対する配偶者や家族の協力が得られない

居住環境が良くない

保育所・学校などでの子どもの生活や交友関係に不安がある

子どもとの接し方やしつけの方法がわからない

子どもが思うようにならないとき、つい手が出てしまう

その他

特にない

無回答

今回調査(n=33)

令和元年調査(n=60)
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≪ 小学生の保護者 ≫ 
 

 

  

43.2

40.9

31.8

27.3

22.7

13.6

11.4

11.4

11.4

4.5

4.5

2.3

2.3

0.0

18.2

4.5

33.9

42.4

28.8

22.0

18.6

16.9

13.6

3.4

3.4

10.2

5.1

6.8

3.4

1.7

18.6

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自分の時間がとれず、自由がない

子どもを叱りすぎているような気がする

子どもの性格や癖などが心配である

子どもの発育や健康、食事や栄養などが心配である

子どもが思いどおりにならず、イライラする

保育所・学校などでの子どもの生活や交友関係に不安がある

夫婦あるいは家族との間で子育てに対する意見が合わない

子育てに対する配偶者や家族の協力が得られない

子どもとの接し方やしつけの方法がわからない

同じ年頃の子どもをもつ保護者同士の情報交換の場がない

居住環境が良くない

子育て中に社会から取り残されたように感じる

子どもが思うようにならないとき、つい手が出てしまう

その他

特にない

無回答

今回調査(n=44)

令和元年調査(n=59)
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（10）村の子育て支援について特に期待すること 

 

就学前児童の保護者は、「子育て世帯への経済的援助を拡充してほしい」が60.6％で最も多

く、次いで「親子が安心して楽しめる身近な場を整備してほしい」（54.5％）、「子どもが安

心して遊べる公園などを整備してほしい」（48.5％）が続いています。 

小学生の保護者は、「子育て世帯への経済的援助を拡充してほしい」が52.3％で最も多く、

次いで「安心して子どもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい（医療費助成なども含む）」

（45.5％）、「子どもが安心して遊べる公園などを整備してほしい」（38.6％）が続いていま

す。 

≪ 就学前児童の保護者 ≫ 
 

 
  

60.6

54.5

48.5

45.5

33.3

33.3

21.2

21.2

18.2

9.1

6.1

6.1

3.0

9.1

3.0

46.7

50.0

51.7

16.7

35.0

25.0

58.3

30.0

8.3

8.3

13.3

8.3

6.7

10.0

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て世帯への経済的援助を拡充してほしい

親子が安心して楽しめる身近な場を整備してほしい

子どもが安心して遊べる公園などを整備してほしい

休日に親子で楽しめるイベントを充実させてほしい

子どもを連れて外出しやすい環境を整備してほしい

安心して子どもが医療機関にかかることができる体制を

整備してほしい（医療費助成なども含む）

一時預かりなどの保育サービスを充実させてほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できる

保育サービスがほしい

残業時間の短縮や育児休業の取得促進など、

企業に対して働きかけてほしい

公営住宅の優先入居など、住宅面の配慮がほしい

子育てに困ったときに相談したり、

情報が得られる場所をつくってほしい

地域で子育てを支援するネットワークを充実してほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

その他

無回答

今回調査(n=33)

令和元年調査(n=60)
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≪ 小学生の保護者 ≫ 

 

 

  

52.3

45.5

38.6

31.8

29.5

20.5

18.2

18.2

15.9

9.1

6.8

6.8

4.5

11.4

4.5

37.3

25.4

54.2

33.9

40.7

15.3

16.9

16.9

10.2

16.9

23.7

6.8

6.8

10.2

3.4

0% 20% 40% 60%

子育て世帯への経済的援助を拡充してほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制を

整備してほしい（医療費助成なども含む）

子どもが安心して遊べる公園などを整備してほしい

親子が安心して楽しめる身近な場を整備してほしい

一時預かりなどの保育サービスを充実させてほしい

地域で子育てを支援するネットワークを充実してほしい

子どもを連れて外出しやすい環境を整備してほしい

子育てに困ったときに相談したり、

情報が得られる場所をつくってほしい

残業時間の短縮や育児休業の取得促進など、

企業に対して働きかけてほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できる

保育サービスがほしい

休日に親子で楽しめるイベントを充実させてほしい

公営住宅の優先入居など、住宅面の配慮がほしい

子育てについて学べる機会をつくってほしい

その他

無回答

今回調査(n=44)

令和元年調査(n=59)
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（11）子育て環境・支援の満足度 

 

就学前児童の保護者は「満足」（21.2％）と「やや満足」（39.4％）の合計は60.6％となっ

ています。一方、「やや不満」「不満」の合計は9.1％となっています。令和元年調査と比べると、

「満足」「やや満足」の合計は30.6ポイント増加しています。 

小学生の保護者は「満足」（11.4％）と「やや満足」（29.5％）の合計は40.9％となってい

ます。一方、「やや不満」「不満」の合計は15.9％となっています。令和元年調査と比べても、

大きな差異はありません。 

≪ 就学前児童の保護者 ≫ 
 

 

 

≪ 小学生の保護者 ≫ 
 

 

 

21.2 

5.0 

39.4

25.0

27.3 

28.3 

9.1 

38.3 

0.0

3.3

3.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査(n=33)

令和元年調査(n=60)

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

11.4 

6.8 

29.5

33.9

38.6 

33.9 

15.9 

16.9 

0.0

1.7

4.5

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査(n=44)

令和元年調査(n=59)

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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１．児童数の状況 

第２期計画で推計した児童数を実績値と比較すると、就学前児童は令和２年度以降、実績が

推計値を下回って推移してきました。 

一方、小学生児童数は推計値に近い実績で推移しました。 
 

■就学前児童数の推移 

 
 

出典：実績は住民基本台帳（各年４月 1 日現在） 

 

■小学生児童数の推移 

 
 

出典：実績は住民基本台帳（各年４月 1 日現在） 
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２．教育・保育事業の状況 

（１）１号認定（3 歳以上／教育） 

村内に教育施設がないため１号認定（保育の必要性のない３歳以上の児童）の受け入れ

は特別利用保育及び広域入所で対応しています。 

１号認定の利用実績は令和３年度の25人をピークに減少傾向で推移し、令和６年度は７

人となっていますが、いずれの年度も量の見込みを上回って推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量 の 見 込 み 

人 

4 5 3 3 3 

 １ 号 認 定 3 3 2 2 2 

 ２ 号 認 定 1 2 1 1 1 

確 保 方 策 10 10 10 10 10 

実  績 20 25 20 19 7 

出典：実績は各年４月１日現在 

 

（２）２号認定（3 歳以上／保育） 

２号認定（保育を必要とする３歳以上の児童）の受け入れ実績は令和２年度の39人から

減少傾向で推移していましたが、令和６年度は増加に転じて33人となっています。 

いずれの年度も量の見込みと同等又は下回って推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量 の 見 込 み 

人 

40 43 35 33 33 

確 保 方 策 50 50 50 50 50 

実  績 39 39 29 25 33 

 

（２）３号認定（3 歳未満／保育） 

３号認定（保育を必要とする３歳未満の児童）の受け入れ実績は年度により増減はある

ものの増加傾向となりましたが、量の見込みを下回って推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量 の 見 込 み 

人 

18 17 19 19 19 

 0 歳 3 3 3 3 3 

 １・２歳 15 14 16 16 16 

確 保 方 策 21 21 21 21 21 

実  績 10 8 13 12 17 

 0 歳 0 1 0 1 0 

 １・２歳 10 7 13 11 17 

出典：実績は各年４月１日現在  



第３章 第２期計画の実施状況 

35 

３．地域子ども・子育て支援事業の状況 

（１）利用者支援事業 

子どもとその保護者又は妊娠している方の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育

て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を実施する事業です。 

本村では利用者支援事業としては実施せず、担当課を窓口として子育てに関する相談・

助言等により利用者支援を行いました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計画（量の見込み） 
箇所 

0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 0 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

本村では地域子育て支援拠点事業の類似事業として子育て支援事業「あそびのひろば」

や子育てサークル「ひよこ会」を実施しており、量の見込みを下回って推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人回／月 

23 22 25 25 25 

確 保 方 策 30 30 30 30 30 

実  績 21 14 9 12 － 

 

（３）妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把

握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学

的検査を実施する事業です。 

健診回数は量の見込みを上回る実績で推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

回 

222 222 222 222 222 

確 保 方 策 222 222 222 222 222 

実  績 398 253 311 273 － 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

母子保健推進委員等が乳児のいる全ての家庭を訪問し、「子育てに関する情報提供」「乳

児及び保護者の心身の状況及び養育環境の把握」「養育についての相談・指導・助言その他

の援助」を行う事業です。 

令和２年度及び令和３年度は量の見込みを上回る実績でしたが、令和４年度以降は量の

見込みを下回って推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人 

15 15 15 15 15 

確 保 方 策 15 15 15 15 15 

実  績 20 16 10 10 － 

 

（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必要とする妊婦や児童に対して、

助産師や保健師が訪問し、相談や支援を行う事業です。 

計画期間内において本事業の対象となる家庭はなく、実績はありませんでした。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人 

0 0 0 0 0 

確 保 方 策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 － 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

様々な理由により児童の療育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に委託し、

児童を保護することで、児童とその家族の福祉の向上を図ることを目的としている事業で

す。 

計画期間において本事業の実績はありませんでした。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確 保 方 策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 － 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希

望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う

事業です。 

本村では本事業は実施しておらず、実績はありませんでした。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確 保 方 策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 － 
 

（８）一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間

において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において一

時的な預かりや必要な保護を行う事業です。 

一時預かり（幼稚園型）の実績はありませんでしたが、鶴居村子育て支援対策事業で一

時預かりを実施しており、実績は量の見込みを下回って推移しました。 
 

①一時預かり（幼稚園型） 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

0 0 0 0 0 

確 保 方 策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 － 

②一時預かり（幼稚園型以外） 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

484 493 461 443 443 

確 保 方 策 500 500 500 500 500 

実  績 270 176 166 11 － 

 

（９）延長保育事業（時間外保育事業） 

認可保育所において、通常の利用時間に加えて延長して保育を実施する事業です。 

本村では鶴居保育所にて実施している時間外預かり及び鶴居村社会福祉協議会にて実施

している鶴居村子育て支援対策事業により対応しており、利用実績は量の見込みを上回っ

て推移しました。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人 

7 7 6 6 6 

確 保 方 策 10 10 10 10 10 

実  績 10 16 15 12 － 
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（10）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

保護者が就労等の理由により、家庭で保育できない病気や病気の回復期にある乳幼児や

小学生を対象に、病院や保育所等で保育を行う事業です。 

本村では病児保育事業を実施しておらず、利用実績はありませんでした。 
 

区  分 単 位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計
画 

量の見込み 

人日 

65 66 62 59 59 

確 保 方 策 0 0 0 0 0 

実  績 0 0 0 0 － 

 

（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業です。 

本村では、鶴居村子どもセンターで実施している放課後児童クラブと下幌呂放課後児童

クラブ「青空キッズ」で本事業を実施しており、量の見込みを大きく上回る利用実績とな

っています。 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

計

画 

量の見込み 

人 

34 31 35 40 42 

 
１年生 6 7 12 11 9 

２年生 4 6 7 12 11 

 ３年生 7 4 6 7 12 

 ４年生 4 4 2 4 4 

 ５年生 6 4 4 2 4 

 ６年生 7 6 4 4 2 

確保方策 60 60 60 60 60 

実 績 52 52 74 73 80 

 １年生 6 11 21 15 22 

 ２年生 5 7 12 21 16 

 ３年生 12 5 11 12 19 

 ４年生 7 12 6 9 9 

 ５年生 6 10 12 7 7 

 ６年生 16 7 12 9 7 

※各年４月１日現在 
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１．基本理念 

「子ども・子育て支援法」では、市町村の責務として、子どもの健やかな成長のために、適

切な環境が等しく確保されるよう、子ども・保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域

子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこととされています。 

また、この法律の基本理念では、子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てにつ

いての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭、学校、地域、企業など、その

他の社会の全ての分野において、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなけれ

ばならないとされています。 

また、令和５年４月に施行された「こども基本法」では、全ての子どもについて、個人とし

て尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないように

することとされています。 

そのような中、本村では令和２年度から第２期計画を推進し、本村の子どもが健やかに育ち、

全ての家庭が自信をもって子育てができるよう努めてきました。 

本計画においてもこれらの取組を継続するとともに子ども・子育て支援に関する取組を充実

させ全ての家庭が安心して子育てできるよう第２期計画の基本理念を継承し、次のとおり基本

理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本計画の推進を通じて、子どものより良い育ちを社会全体で支え、子どもの人権と最善の利

益が尊重されるよう、必要となる支援を等しく受けられる環境を整え、全ての子どもを支援す

る視点を持って取り組みます。 

また、保護者が地域の中で温かく見守られ、支えられながら、妊娠、出産、子育てをする上

で、不安や負担感、孤立感を抱えることなく、子どもの成長の喜びや生きがいを感じながら子

育てできるよう、家庭の子育て力を高めるための視点を持って取り組みます。 

  

子どもの幸せと健やかな成長を 

支援する地域づくり 
基本理念 
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２．基本目標と基本施策 

 

子どもの幸せと健やかな成長を支援する地域づくり 

  
 

 

基本目標   基本施策 
    

１ 地域における子育て支援サービス

の充実 

 
 

（１）保育サービスの充実 

（２）地域における子育て支援サービスの充実 

（３）児童の健全育成 

（４）経済的支援の充実 
 

 

     

２ 母性並びに乳幼児等の健康の確保

及び増進 

 
 （１）子どもと母親の健康の確保 

（２）「食育」の推進 

（３）思春期保健対策の推進 

（４）医療体制の確保 
 

 

     

３ 子どもの心身の健やかな成長に資

する教育環境の整備 

 
 （１）次代の親の育成 

（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校等

の教育環境の整備  
 

     

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 
 

（１）良質な居住環境の確保 

（２）公園の適切な管理 

（３）公共施設のユニバーサルデザイン化  
 

     

５ 職業生活と家庭生活との両立の推

進 

 
 

（１）多様な働き方の実現及び男性を含めた働

き方の見直し 

（２）仕事と子育ての両立の推進  
 

     

６ 子ども等の安全確保 

 
 （１）交通安全を確保するための活動の推進 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活

動の推進 

（３）防災対策の推進 
 

 

     

７ 支援を必要とする子どもなどへの

取組の推進 

  
（１）児童虐待防止対策の充実 

（２）ひとり親家庭等の自立支援 

（３）障がい児施策の推進 

（４）外国人幼児等への支援 
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基本目標１ 地域における子育て支援サービスの充実 

子どもや家庭を取り巻く環境は今なお厳しく、核家族化の進行や父親の仕事中心の考え方に

加えて近隣関係の希薄化など、子どもをめぐる地域ネットワークが弱まる中、育児の負担は母

親に集中し、母親と子どもだけで一日を過ごす「育児の孤立化」といった状況が問題になるな

ど、家庭や地域における子育て力の低下が社会的課題となっています。 

このため、共働き家庭をはじめ、専業主婦家庭やひとり親家庭等を含めた全ての子育て家庭

への支援を行う観点から、地域における様々な子育て支援サービスの充実が求められています。 

（１）保育サービスの充実 

取組名 取組の内容 担当課 

通常保育の充実 

本村の保育に係る中心的施設である「鶴居保育

園」において、子育てをしている人が安心して働け

るよう、安全の確保に努め、多様な遊びや園行事の

開催により、児童の心身の健やかな成長を助長す

る保育を行います。 

保健福祉課 

延長保育の実施 
保護者の就労形態の多様化に対応するため、通

常の保育時間を延長して子どもを預かります。 
保健福祉課 

保育の質の向上 

保育内容や保育士の資質の向上を図るため、各

種研修会等に積極的に参加し、その充実に努めま

す。 

保健福祉課 

 

（２）地域における子育て支援サービスの充実 

取組名 取組の内容 担当課 

保育サービスに関す

る情報提供 

広報誌、回覧、IP告知端末等により、子育てに関

する情報提供や意識啓発を行い、本村において充

実した子育てができるよう支援します。 

保健福祉課 

鶴居村子育てサポー

ト事業 

育児の支援を受けたい人と行いたい人が会員に

なり、保護者の勤務等により昼間又は夜間・休日に

おいて児童の保育に欠ける場合、地域協力者が公

共施設や自宅で保護者に代わって児童を預かる育

児支援事業を行います。 

今後は利用ニーズに対応できる体制づくりに向

けて、支援会員の確保に努めます。 

保健福祉課 

乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園

制度） 

保育園や認定こども園に通っていない０歳～２

歳の子どもを対象に、時間単位で子どもを預かる

事業を令和８年度から提供します。 

保健福祉課 
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取組名 取組の内容 担当課 

放課後児童クラブ 

「鶴居放課後児童クラブ」及び下幌呂放課後児

童クラブ「青空キッズ」において、保護者が就労等

により昼間家庭にいない小学生児童を預かりま

す。 

今後は地域の実情に合わせた利用ニーズに対応

できる体制づくりに向けて、放課後児童支援員の

確保に努めます。 

保健福祉課 

教育委員会 

子育て支援センター

（地域子育て支援拠

点事業） 

これまで実施してきた子育て支援事業「あそび

のひろば」や子育てサークル「ひよこ会」等の取組

を継続し、子育ての交流の場の提供と交流促進、子

育てに関する相談、援助、地域の子育て関連情報の

提供、子育て及び子育て支援に関する講習等を行

います。 

保健福祉課 

絵本の紹介及び読み

聞かせ 

乳幼児健診の機会に、赤ちゃんへの読み聞かせ

の方法等を説明しながら、親子のコミュニケーシ

ョンや温かいことば掛けを応援する運動の実施を

行います。 

保健福祉課 

 

（３）児童の健全育成 

取組名 取組の内容 担当課 

学校等の社会資源及

び子ども会等を活用

した取組 

各こども会等の地域組織活動の育成やその指導

者の育成を図り、児童の健全育成活動に努めます。 
教育委員会 

自然体験活動をはじ

めとする多様な体験

機会の提供 

わんぱくアドベンチャークラブの開催や２町村

交流ネイチャーアドベンチャー等の広域的な連携

により、「自然や物を大切にする心」や「連帯性」

「創意工夫する力」を培うため、本村の恵まれた自

然環境を活用した多様な体験機会を提供します。 

また、体験活動の機会充実に向けた検討を進め

ます。 

教育委員会 

主任児童委員又は児

童委員における相談

活動 

子どもの学校生活での悩み、親の育児に対する

悩みを気軽に相談できるよう、民生委員児童委員・

主任児童委員の配置を継続するとともに、村民に

広く周知を行います。 

保健福祉課 

高齢者との世代間交

流の推進 

お年寄りをいたわる「やさしい心」を育成するた

め、鶴居保育園と高齢者との交流を推進します。 
保健福祉課 
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（４）経済的支援の充実 

取組名 取組の内容 担当課 

第１子以降への出産

祝金・就学祝金の支

給 

第１子以降への出産祝金及び就学祝金の支給に

より、本村において経済的にも安定した子育てが

できるよう支援します。 

保健福祉課 

不妊治療費等助成金

交付事業 

不妊治療に要した額から、高額療養費や付加給

付金等の補助額を除いて、最終的な自己負担額に

対して上限額を限度に助成します。 

保健福祉課 

妊婦健康診査費助成 

安心して子どもを産み育てることができる環境

づくりを推進することを目的に、妊婦健康診査に

係る費用を全額助成し経済的負担の軽減を図りま

す。 

保健福祉課 

紙おむつ処理用袋支

給事業 

乳幼児や要介護者等が使用する紙おむつの処理

費用軽減等の目的から、１歳未満の乳児を養育し

ている保護者、鶴居村家族介護用給付事業により

支給決定を受けている者、鶴居村地域生活支援事

業日常生活用具給付事業により支給決定を受けて

いる者の負担軽減を図ります。 

保健福祉課 

乳幼児・児童生徒・高

校生医療費助成 

乳幼児・児童生徒を養育している保護者の方に、

保険診療の範囲内で掛かった医療費の自己負担分

を助成します。 

保健福祉課 

新生児聴覚検査助成

事業 

新生児又は特別な事情があると認められる乳児

の保護者を対象に、新生児聴覚検査の費用を全額

助成します。 

保健福祉課 

１か月児健康診査助

成事業 

生後１か月の乳児が受けた健康診査費用を助成

します。 
保健福祉課 

ひとり親家庭等への

経済的支援 

児童を養育しているひとり親家庭等の自立に向

けて、児童扶養手当などの経済的支援を行います。 
保健福祉課 

出産・子育て応援給

付金 

出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス

利用時の負担を軽減するため、伴走型相談支援の

面談実施後に、出産・子育て応援給付金を支給しま

す。 

保健福祉課 

給食費無償化事業 
保育園に在籍する園児及び村内小中学校に在籍

する児童・生徒の給食費を無償化します。 

保健福祉課 

教育委員会 
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基本目標２ 母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

母性並びに乳幼児等の健康の確保・増進を図る観点から、保健、医療、福祉や教育の分野間

の連携を図りつつ、地域における母子保健施策等の充実が求められています。 

「健康つるい21（第三次）」の趣旨を十分に踏まえ、妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児

期を通じて母子の健康が確保されるよう、健康診査、訪問指導、保健指導等の充実を図ります。 

（１）子どもと母親の健康の確保 

取組名 取組の内容 担当課 

妊婦安心サポート事業 

妊婦さんの出産に係る情報を事前に登録するこ

とで、緊急時に救急車で出産予定医療機関に搬送

します。 

保健福祉課 

妊婦等包括相談支援

事業（伴走型相談支

援） 

出産・子育てに必要な切れ目ない支援につなぐ

ための面談や継続的な情報発信等を通じて、妊娠

届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、必要な

支援につなげます。 

保健福祉課 

乳幼児健康診査、 

1 歳 6 か月児・3 歳

児健康診査 

身体計測、問診、診察などで、疾病や成長・発達

に課題がある子どもの早期発見を行い、早期治療・

早期療育を促します。 

保健福祉課 

５歳児健康診査 

発達や情緒、社会性や集団行動の場面で課題が

ある児童を早期に発見し、児童や保護者へ早期に

支援を開始するため、５歳児健診を実施します。 

保健福祉課 

保健指導の充実 

子どもが健やかに成長するための生活習慣形成

や育児不安等に対しての情報提供や相談活動を行

います。 

保健福祉課 

親の育児不安解消の

ための相談指導実施 

乳幼児健診や家庭訪問、個別相談、伴走型相談支

援などあらゆる機会を通じて虐待を早期把握する

よう努めるとともに、育児不安解消のため子育て

相談体制の充実、健やかな子育てをするための意

識啓発、子育てサポートの整備を行っていきます。 

保健福祉課 

乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問

し、様々な不安や悩みに耳を傾け、子育て支援に関

する情報提供や養育環境等の把握を行い、支援が

必要と判断された家庭については、専門職につな

げ適切なサービスを提供する活動により、家庭の

孤立化を防ぎ、子育てしやすい環境をつくります。 

保健福祉課 

妊婦に対する出産準備

教育や相談指導実施 

妊産婦専門相談や妊婦訪問、育児教室等により、

妊娠・出産・育児に必要な情報・知識・技術をとお

して親になる心構えを養うとともに、育児の仲間

づくりを進めます。 

保健福祉課 
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取組名 取組の内容 担当課 

産婦健康診査 

産後２週間又は産後１か月等の時期に健康診査

を受けてもらい、母体の身体的回復、精神状態や育

児状況の把握等を行い産後の母子に対する支援を

強化し、産後うつや虐待予防を図ります。 

保健福祉課 

産前ケア事業 

妊娠中のお母さんの身体的ケア・精神的ケアを

行うため、お母さんの体調確認や胎児エコー、出

産・育児相談などを助産院委託により実施します。 

保健福祉課 

産後ケア事業 

産後1年未満のお母さんと赤ちゃんを対象に身

体的ケア・精神的ケアを行うため、助産院委託によ

る産後ケア事業を実施します。 

保健福祉課 

子育て世代包括支援

センター 

子育て世代包括支援センターを運営し、妊娠・出

産期から子育て期にわたり、切れ目なく支援を行

います。 

保健福祉課 

こども家庭センター

の設置検討 

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対して母子

保健及び児童福祉に関する包括的な支援を実施す

る「こども家庭センター」の設置に向けた検討を進

めます。 

保健福祉課 

 

（２）「食育」の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

発育段階に応じた食

に関する情報の提供 

管理栄養士や栄養教諭を中心に子どもたちの望

ましい食習慣の形成と食に関する理解を促進し、

地産地消の推進と食文化の継承に努めます。 

教育委員会 

保健福祉課 

 

（３）思春期保健対策の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

性教育や薬物に関す

る教育 

学校教育において児童生徒の心身の発達におけ

る健康で安全な生活を送るための基礎を培うため

性感染・喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に関する認識

を深め、現在及び将来において健康で安全な生活

を送る態度を育成する教育を進めます。 

教育委員会 

保健福祉課 

心の問題に係る相談

体制の充実 

個別指導（相談）の実施により、児童生徒の心の

問題に継続的に対応していくため、悩み事を相談

できる教職員と生徒の人間関係の確立、家族や学

校種間相互の連携を図った保健管理を推進しま

す。 

教育委員会 

保健福祉課 
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（４）医療体制の確保 

取組名 取組の内容 担当課 

医療の確保・充実 
鶴居村立診療所を中心に、村民の安心と安全を

守るため、継続して医療の確保と充実に努めます。 

診療所 

保健福祉課 

緊急医療について、

近隣市町村との連携

した取組 

村内医療機関では対応が困難な病気やケガ、緊

急医療については、釧路市等の専門病院との連携

により、迅速で適切な医療が受けられるよう体制

整備に努めます。 

診療所 

保健福祉課 
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基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

子どもの生きる力を育む教育の推進、保育園、小学校、中学校の連携強化による、切れ目の

ない支援の推進、保護者や地域住民の協力による地域に開かれた学校づくりを目指した取組を

行います。 

また、学校以外の場での安心安全な子どもの活動の幅を広げ、スポーツ、文化、芸術など多

様な学びの推進及び機会の提供に向けた環境整備に努めます。 

（１）次代の親の育成 

取組名 取組の内容 担当課 

中学生が乳幼児とふ

れあう機会を広げる

取組 

中学生に対して助産師講話を行うとともに 乳

児の保護者の協力による赤ちゃんとのふれあい体

験を通じて生命の尊さや子育ての大切さを学ぶ機

会をつくります。 

保健福祉課 

教育委員会 

 

（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境の整備 

取組名 取組の内容 担当課 

子ども一人ひとりに

応じたきめ細やかな

指導の充実 

家庭訪問により児童生徒の生活環境を把握し、

保護者との信頼関係を深めるとともに、関係機関

との連携強化に努めます。 

教育委員会 

道徳教育の充実 

学校においては道徳の時間をはじめ、多様な体

験活動など、全教育活動を通じて「豊かな心」の育

成に努めます。 

教育委員会 

地域と学校の連携・

協力による多様な体

験活動の推進 

ふるさとまつり等の、地域が行う各種行事への

児童生徒の参加を促し、地域の伝統の理解や郷土

の発展に寄与する心を育てます。 

教育委員会 

地域ともにある学校

づくり（コミュニテ

ィ・スクール等） 

鶴居中学校区で実施しているコミュニティ・ス

クールの運営を継続し、「地域とともにある学校づ

くり」を推進します。 

また、令和７年度に実施する小中学校の再編に

合わせて、コミュニティ・スクールの組織見直しに

向けた検討を進めます。 

教育委員会 

いじめ、非行等の問

題行動や不登校に対

応する体制整備 

学校、教育委員会、関係機関等の連携強化によ

り、児童生徒による問題行動等があった場合には、

速やかに適切な指導・支援を行うとともに、ネット

対策として学校における情報モラル教育やネット

パトロールを推進します。 

教育委員会 

スポーツ環境の充実 

心身の健全な増進のため、子どもたちが様々な

スポーツを体験でき、選択したスポーツを十分に

追求できるような環境の充実を図るとともに、指

導者の育成に努めます。 

教育委員会 
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取組名 取組の内容 担当課 

生涯にわたる心身の

健康保持増進に必要

な健康教育の推進 

生涯にわたり心身の健康保持増進がされるよ

う、規則正しい生活・食習慣等、基本的な健康教育

を行い、かつ、「早寝早起き朝ごはん」運動の取組

や、地域の特産品を使った「ふるさと給食」を推進

します。 

教育委員会 

保健福祉課 

学校施設の計画的な

維持整備 

子どもたちの安全で快適な教育環境を確保する

ため、学校施設の改修工事を計画的に実施します。 
教育委員会 

情報教育環境の充実 

ICTを活用した教育環境の充実を図るとともに、

校務支援システムの活用により、学校や児童生徒

に関する様々な情報を学校全体で共有し、きめ細

やかな指導の充実や校務の業務効率化を図りま

す。 

教育委員会 

インターネットの活

用に関する普及啓発 

スマートフォン等の情報機器によるインターネ

ットの活用に関して、ネット依存やネットいじめ

を防止するための家庭におけるルールづくりや有

害情報対策に関する普及啓発に努めます。 

教育委員会 

ＳＯＳの出し方に関
する教育 

子どもが不安や悩みを抱え、命の危機に直面し

たとき、誰に、どのように助けを求めればよいか、

を学ぶ教育を行います。 

教育委員会 
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基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

子育てしている家庭や子育てを担う世代を中心に、広くゆとりのある居住空間を確保し、一

人でも多くの子どもが育てられる環境づくりを推進します。 

（１）良質な居住環境の確保 

取組名 取組の内容 担当課 

良質な公営住宅の提供 

老朽化した公営住宅の計画的な建て替えや修繕

により、快適な居住環境の中で子育てができるよ

う配慮します。 

建設課 

広くゆとりのある住

宅の確保に資する情

報提供 

子育て家庭が広くゆとりある住宅を確保できる

よう、分譲地や空き家等についての情報提供を推

進します。 

企画財政課 

 

（２）公園の適切な管理 

取組名 取組の内容 担当課 

公園の整備・維持管理 

子どもが身近な場所で遊ぶことができる場所と

して、公園の適切な維持管理を推進します。 

また、子どもが安全に遊ぶことができるよう、老

朽化した遊具の安全点検と更新を実施します。 

新たな公園の整備を行う際には、子育て世代な

ど住民ニーズを考慮した上で検討を進めます。 

建設課 

企画財政課 

 

（３）公共施設のユニバーサルデザイン化 

取組名 取組の内容 担当課 

公共施設のユニバーサ

ルデザイン化の推進 

床段差解消や手すりの設置のほか、誰もが分か

りやすいピクトサインの採用、多機能付きトイレ

の設置など、公共施設等のバリアフリー化、ユニバ

ーサルデザイン化を推進します。 

建設課 
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基本目標５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

就労している母親、就労を希望している母親が増えている状況の中、仕事と子育ての両立が

大きな課題となっています。 

子育てがしやすい社会環境づくりの一貫として、子育て中の労働者が男女ともに育児休業を

取得しやすく、また、職場復帰しやすい環境を整備されるよう、事業所への啓発や利用者への

制度利用を促進します。 

（１）多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し 

取組名 取組の内容 担当課 

仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バ

ランス）の啓発 

広報誌やパンフレット等の配布を通じて、仕事

と生活の調和に関する周知・啓発を図ります。 
産業振興課 

 

（２）仕事と子育ての両立の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

子育てサービスの充

実、新たな支援策の

検討 

仕事と子育ての両立を支援するため、多様な保

育需用に応じた子育てサービス、保育サービス等

の充実に努め、保護者が働きやすい環境を整えて

いきます。 

保健福祉課 

仕事と子育ての両立

に関する法令の広

報・啓発 

労働基準法、男女雇用機会均等法及び育児・介護

休業法など、仕事と子育ての両立を支援する制度

について、関係機関、事業主、地域住民への周知・

啓発を図ります。 

保健福祉課 

産業振興課 

ジェンダーバイアス

の解消 

社会的・文化的な性別（ジェンダー）に対する偏

見や、性別による無意識の思い込み（アンコンシャ

ス・バイアス）の解消に向けて、関係機関、事業主、

地域住民へのパンフレット等を活用した周知・啓

発を図ります。 

保健福祉課 

教育委員会 
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基本目標６ 子ども等の安全確保 

子どもの視点に立った安全な道路の整備、安心して親子が外出できる環境の整備、さらには

子どもが犯罪にあわないようなむらづくりを地域で推進します。 

（１）交通安全を確保するための活動の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

歩行者にやさしい歩

道、通園通学路の整

備の推進 

子どもや子ども連れの親子等が安心して歩くこ

とができるような、安全で広く歩きやすい歩道、通

園通学路の整備を計画的に推進します。 

教育委員会 

保健福祉課 

建設課 

通園路、通学路の交通

安全対策 

鶴居村通学路交通安全対策プログラムに基づ

き、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通園、

通学できるよう道路の安全確保を図ります。 

教育委員会 

保健福祉課 

交通安全教育指針に

基づいた実践型の交

通安全教育の実施 

子どもを交通事故から守るため、警察、学校、関

係機関等と連携した協力体制の強化を図るととも

に、交通安全教室の開催等による交通安全教育や

啓発を推進します。 

総務課 

チャイルドシート使

用の徹底 

チャイルドシート使用の徹底をはじめ、SS（ス

ピードダウン・シートベルト着用）運動の展開など

総合的な交通事故防止対策を推進します。 

総務課 

 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

住民の防犯行動を促

進するため、犯罪等

に関する情報の提供 

子どもの安全を確保するため、登下校時にパト

ロール隊による巡回を行い、駐在所発行広報紙の

ほか、不審情報があった場合には、IP告知端末や学

校安心メール等を通じ速やかに注意を呼び掛けま

す。 

教育委員会 

総務課 

「子ども110番の家」

の推進 

子どもが不審者から声を掛けられたりした場合

等、子どもが駆け込むことができる「子ども110

番の家」を推進します。 

教育委員会 

インターネット犯罪

の防止 

インターネット上の犯罪から子どもを守るた

め、北海道や警察との連携による対策に努めます。 
教育委員会 

 

（３）防災対策の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

防災に関する情報提

供と意識の高揚 

防災意識の向上と災害発生時のスムーズな避難

行動を図るため防災ハザードマップを村ホームペ

ージに掲載し、適宜更新を行います。 

総務課 

防災訓練の実施 

災害発生時に子どもが適切な行動をとることが

できるよう、学校や地域において防災訓練を実施

します。 

総務課 
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基本目標７ 支援を必要とする子どもなどへの取組の推進 

児童虐待に関する啓発に努め、その防止を図るとともに、地域や関係機関との連携を密にし、

虐待の早期発見体制、虐待を受けた子どもの適切な保護体制など、児童虐待に関する施策に取

り組みます。 

また、ひとり親家庭や生活困難な家庭の生活の安定を図るため、各種給付の周知を図るとと

もに、障がいのある子どもが一人ひとりの可能性を伸ばし自立や社会参加ができるよう、障が

いの程度や発達段階に応じた療育・教育等の内容の充実を図ります。 

（１）児童虐待防止対策の充実 

取組名 取組の内容 担当課 

幅広い参加による虐

待防止ネットワーク

の設置 

児童虐待をはじめとする複雑かつ多様化する家

庭問題に対応するため、鶴居村地域福祉推進協議

会により、諸問題の発生予防、予後活動を行い、健

全な家庭環境の醸成と地域福祉の向上を図りま

す。 

保健福祉課 

教育委員会 

要保護児童対策協議

会の推進 

学校、保育所、主任児童委員、警察、医療機関、

行政、地域住民等と連携し単なる情報連絡の場に

とどまらず、個々のケースの解決につながるよう

な取組を目指します。また、実務担当者における学

習・研修会などへの参加や、連携を図ります。 

保健福祉課 

教育委員会 

主任児童委員等によ

る相談活動 

主任児童委員が中心となり、学校や家庭への訪

問等による相談活動を実施し、児童虐待の早期発

見・防止に努めます。 

保健福祉課 

児童虐待に関する一元

的な相談窓口の設置 

役場保健福祉課の相談窓口を児童虐待の一元的

な窓口として位置付け、児童虐待に関する実情の

把握や社会資源の情報提供を行うほか、相談等へ

の対応を行い、子ども家庭総合支援拠点としての

機能を提供します。 

保健福祉課 

こども家庭センター

の設置検討（再掲） 

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対して母子

保健及び児童福祉に関する包括的な支援を実施す

る「こども家庭センター」の設置に向けた検討を進

めます。 

保健福祉課 

犯罪、児童虐待によ

り被害を受けた子ど

もに対する支援 

犯罪、虐待により被害を受けた子どもに対して

は、児童相談所等専門機関の協力により早期のカ

ウンセリングを実施し、心のケアを行います。 

保健福祉課 

教育委員会 

保護者に対する関係

機関と連携したきめ

細かな支援 

保護者の気持ちに十分配慮し、関係機関連携に

よりきめ細かな支援を行います。 

保健福祉課 

教育委員会 
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（２）ひとり親家庭等の自立支援 

取組名 取組の内容 担当課 

相談体制の充実や情

報提供 

母子家庭等のひとり親家庭は、社会的にも経済

的にも不安定な状態にあるため、相談指導体制の

充実や社会的自立に必要な情報提供を進めます。 

保健福祉課 

ひとり親家庭等への

経済的支援（再掲） 

児童を養育しているひとり親家庭等の自立に向

けて、児童扶養手当などの経済的支援を行います。 
保健福祉課 

 

（３）障がい児施策の推進 

取組名 取組の内容 担当課 

適切な医療、在宅サ

ービスの提供、支援

体制の整備 

障がいに応じた専門機関のサポートを受けなが

ら適切な医療と指導が行われるよう支援体制を充

実していきます。在宅の心身に障がいがある児童

には、早期療育や集団生活への適応訓練と家族に

対する必要な指導助言等を進めるとともに、障が

いを持つ子どもたちの親の会を支援します。 

保健福祉課 

療育に特別なニーズ

がある子どもについ

ての適切な支援 

軽度の発達障がいなど療育に特別なニーズがあ

る子どもを支援するため、指導の充実を図るとと

もに、必要に応じて心理士や理学療法士、言語聴覚

士などを派遣します。 

保健福祉課 

保育園における障が

い児の受入推進 

集団保育が可能な障がい児については保育園に

積極的に受け入れ、療育機関や専門職種と連携を

図りながら発達相談を実施するなど、保護者の育

児不安の解消に努めていきます。 

保健福祉課 

障がい福祉サービス

利用者への送迎事業 

児童発達支援センター及び障がい児通所サービ

スを利用する方を対象に送迎を行います。 
保健福祉課 

 

（４）外国人幼児等への支援 

取組名 取組の内容 担当課 

外国人世帯への相談

及び情報提供の推進  

外国人幼児や両親が国際結婚の幼児などが円滑

に保育所や子育て支援サービス等を利用できるよ

う、外国人幼児及びその保護者に対して相談対応

などの支援を行います。 

保健福祉課 
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１．子ども・子育て支援制度の概要 

子ども・子育て支援法及び児童福祉法に基づく子ども・子育て支援制度の概要は下記のとお

りです。 

 

子どものための現金給付 

児童手当法等に基づく児童手当等の給付 

 

子どものための教育・保育給付 

施設型給付 幼稚園、保育所、認定こども園 

地域型保育給付 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

 

子育てのための施設等利用給付 

私学助成幼稚園の利用料や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料無償化 

 

妊婦のための支援給付 【新規：令和７年４月１日施行】 

妊婦の認定時及び子どもの人数届け出時に給付金を支給 

 

乳児等のための支援給付 【新規：令和８年４月１日施行】 

こども誰でも通園制度 

 

地域子ども・子育て支援事業 

①利用者支援事業【こども家庭センター型、妊婦等包括相談支援事業型追加】 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業（時間外保育事業） 

⑩病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

⑭子育て世帯訪問支援事業 【新規：令和６年４月１日施行】（努力義務） 

⑮児童育成支援拠点事業 【新規：令和６年４月１日施行】（努力義務） 

⑯親子関係形成支援事業 【新規：令和６年４月１日施行】（努力義務） 

⑰妊婦等包括相談支援事業 【新規：令和７年４月１日施行】（努力義務） 

⑱乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 【新規：令和７年４月１日施行】 

⑲産後ケア事業 【新規：令和７年４月１日施行】（努力義務） 
 

仕事・子育て両立支援事業 

企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 
 

働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 【新規：令和８年10月１日施行】 

１歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対する経済的支援 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付 

そ
の
他
の
子
ど
も
及
び
子
ど
も
を 

養
育
し
て
い
る
者
に
必
要
な
支
援 
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（１）子どものための教育・保育給付の認定区分 

子どものための教育・保育給付（施設型給付、地域型保育給付）に基づく幼稚園、保育

所、認定こども園の利用にあたっては、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づ

く保育の必要性を認定（認定区分）します。 
 

認定区分 年齢 保育の必要性 主な利用施設 

１号認定 

満 3 歳以上 

保育の必要性なし 幼稚園、認定こども園 

２号認定 
保育の必要性あり 

（保育認定） 

保育所、認定こども園 

３号認定 満 3 歳未満 保育所、認定こども園、地域型保育 

 

（２）子育てのための施設等利用給付の認定区分 

令和元年10月１日より開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施

設等利用給付」が新設されました。この給付を受けるにあたっては、下記の認定を受ける

必要があります。 
 

認定区分 支給要件 主な利用施設 

新１号認定 ・新２号認定子ども、新３号認定子ども以外 幼稚園、特別支援学校等 

新２号認定 

・満３歳に達する日以後最初の３月 31 日を経過

した小学校就学前の子ども 

・別途定められた事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難であるもの 

認定こども園、幼稚

園、特別支援学校（満

３歳入園児は新３号、

年少児からは新２号） 

認可外保育施設、預か

り保育事業、一時預か

り事業、病児保育事

業、ファミリー・サポ

ート・センター事業

（２歳児まで新３号、

３歳児からは新２号） 

新３号認定 

・満３歳に達する日以後最初の３月 31 日までの

間にある小学校就学前の子ども 

・別途定められた事由により家庭において必要な

保育を受けることが困難であるもの 

・保護者及び同一世帯員が市町村民税世帯非課税

者であるもの 
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２．教育・保育提供区域の設定 

教育・保育提供区域は、子ども・子育て支援法に係る教育・保育事業を提供する基礎となる

市町村内の区域で、教育・保育施設や地域型保育事業の認可・認定の際に需給調整の判断基準

となります。 

教育・保育提供区域は、地理的条件、人口、交通事情などの社会的条件、教育・保育の整備

状況などを総合的に勘案した上で、市町村が独自に設定します。 

本計画においては、鶴居村子ども・子育て支援事業計画で設定した区域を継承し、教育・保

育提供区域と地域子ども・子育て支援事業提供区域を次のとおり設定します。 
 

（１）教育・保育提供区域 

事業区分 提供区域 区域設定の考え方 

１号認定（３～５歳） 

全村 

（１地区） 

現状の提供体制、利用状況を踏

まえ、第２期計画の区域設定を

継承し、鶴居村内を１区域とし

ます。 

２号認定（３～５歳） 

３号認定（０～２歳） 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業提供区域 

事業 提供区域 区域設定の考え方 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

⑦子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業（時間外保育事業） 

⑩病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

⑪放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

⑫子育て世帯訪問支援事業 

⑬児童育成支援拠点事業 

⑭親子関係形成支援事業 

⑮妊婦等包括相談支援事業 

⑯乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 

⑰産後ケア事業 

全村 

（１地区） 

現状の提供体制、利用状況を踏

まえ、第２期計画の区域設定を

継承し、鶴居村内を１区域とし

ます。 

  



第６章 事業計画 

64 

３．児童人口の将来推計 

計画期間の児童人口の推計にあたっては、住民基本台帳の人口推移を踏まえ、コーホート変

化率法により算出しました。 

合計でみると、就学前児童数及び小学生児童数ともに令和７年度からおおむね減少する見込

みとなっています。 
 

■就学前児童数の推計値 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

０歳 8  10 10 11 11 12 

１歳 14  7 9 9 10 10 

２歳 12  16 7 10 10 12 

３歳 17  12 17 7 10 10 

４歳 14  17 12 17 7 10 

５歳 10  14 17 12 18 7 

合計 75 76 72 66 66 61 

※実績値：住民基本台帳人口、推計値：コーホート変化率法に基づく推計 

 

■小学生児童数の推計値 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

６歳 26  11 15 19 13 19 

７歳 22  27 11 15 20 13 

８歳 26  22 27 11 15 20 

９歳 14  26 22 27 11 15 

10歳 17  14 26 22 27 11 

11歳 11  17 14 26 22 27 

合計 116 117 115 120 108 105 

※実績値：住民基本台帳人口、推計値：コーホート変化率法に基づく推計 
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４．教育・保育の量の見込みと確保方策 

（１）１号認定（３歳以上／幼稚園・認定こども園） 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

15 16 13 12 10 

 １号認定 15 16 13 12 10 

 
２号認定で 

教育の意向強い 0 0 0 0 0 

確保方策 ② 20 20 20 20 20 

過不足 （②－①） 5 4 7 8 10 

 

《確保方策の考え方》 

村内には幼稚園・認定こども園がないため、１号認定は「鶴居保育園」における特別

利用保育及び広域入所での受け入れを確保方策とします。 

これまでの受け入れ実績を考慮すると、量の見込みに対する供給量は確保できる見通

しです。 

 

（２）２号認定（３歳以上／保育所・認定こども園） 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

35 38 29 29 22 

確保方策 ② 40 40 40 40 40 

過不足 （②－①） 5 2 11 11 18 

 

《確保方策の考え方》 

２号認定は「鶴居保育園」での受け入れを確保方策とし、量の見込みに対する供給量

を確保できる見通しです。 

 

（３）３号認定（３歳未満／保育所・認定こども園・地域型保育施設） 

①２歳 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

10 6 8 8 9 

確保方策 ② 10 10 10 10 10 

過不足 （②－①） 0 5 4 4 3 
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②１歳 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

5 7 7 8 8 

確保方策 ② 8 8 8 8 8 

過不足 （②－①） 3 1 1 0 0 

 

③０歳 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

1 1 1 1 1 

確保方策 ② 2 2 2 2 2 

過不足 （②－①） 1 1 1 1 1 

 

《確保方策の考え方》 

２号認定は「鶴居保育園」での受け入れを確保方策とし、量の見込みに対する供給量

を確保できる見通しです。 
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５．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（１）利用者支援事業 

子どもとその保護者、又は妊娠している方の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子

育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連

絡調整等を実施する事業です。 

利用者支援のみを実施する「特定型」、利用者支援に加えて関係機関との連絡調整、連携・

協働体制づくりなどの地域連携を行う「基本型」、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一

体的に相談支援を行う「こども家庭センター型」の３つの類型があり、令和７年度から伴

走型相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業型」が追加されます。 

■利用者支援事業の実施箇所数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み 

箇所 

1 1 1 1 1 

 基本型・特定型 0 0 0 0 0 

 
こども家庭 

センター型 
0 0 0 0 0 

 
妊婦等包括相談 

支援事業型 
1 1 1 1 1 

 

《確保方策の考え方》 

令和７年度から妊婦等包括相談支援事業型の利用者支援事業により妊娠期から出産・

子育て期まで、面談等を通じて出産・育児等の相談に応じます。 

 

（２）地域子育て支援拠点事業 

これまで実施してきた子育て支援事業「あそびのひろば」や子育てサークル「ひよこ会」

等の内容を継続しながら、地域子育て拠点としての子育ての交流の場の提供と交流促進、

子育てに関する相談、援助、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関す

る講習等を行います。 

■地域子育て支援拠点事業の延べ利用回数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人回/月 

138 109 126 130 143 

確 保 方 策 ② 150 150 150 150 150 

過不足（②－①） 12 41 24 20 7 

 

《確保方策の考え方》 

鶴居村子どもセンター「こすもす」に設置している子育て支援センターでの受け入れ

を確保方策とします。 

これまでの受け入れ実績を考慮すると、子育て支援センターの受け入れ体制で量の

見込みに対する供給量は確保できる見通しです。  
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（３）妊産婦健康診査事業 

妊婦健康診査は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、

妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

産婦健康診査は、産婦の身体的機能回復、精神状態の把握等を行う産婦に対する健康診

査を実施する事業です。 

■妊産婦健康診査の健診回数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

回 

189 189 208 208 227 

確 保 方 策 ② 250 250 250 250 250 

過不足（②－①） 61 61 42 42 23 

 

《確保方策の考え方》 

現在の人員体制により量の見込みに対応できる提供体制を確保できる見込みです。 

今後も当事業を継続して実施できるよう人員体制の確保と受診しやすい環境づくりを

推進するとともに、妊婦の健康管理の充実・向上を図ります。 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

母子保健推進委員等が乳児のいる全ての家庭を訪問し、「子育てに関する情報提供」「乳

児及び保護者の心身の状況及び養育環境の把握」「養育についての相談・指導・助言その他

の援助」を行う事業です。 

■乳児家庭全戸訪問事業の訪問人数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

10 10 11 11 12 

確 保 方 策 ② 20 20 20 20 20 

過不足（②－①） 10 10 9 9 8 

 

《確保方策の考え方》 

現在の人員体制により量の見込みに対応できる提供体制を確保できる見込みです。 

今後も当事業を継続して実施できるよう人員体制の確保を図るとともに、乳児のいる

世帯の訪問を通じて子育て支援に関する情報提供や支援を要する家庭の把握を行います。 
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（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、特に支援を必要とする妊婦や児童に対して、

助産師や保健師が訪問し、相談や支援を行う事業です。 

■養育支援訪問事業の訪問人数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

0 0 0 0 0 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 

 

《確保方策の考え方》 

本村では当事業を実施しておらず、養育支援が特に必要な家庭に対して個別に指導・

助言を行う等の対応を行ってきました。 

今後も養育支援訪問事業としての実施は予定していませんが、養育支援が必要な家庭

に対してはきめ細やかな対応を行います。 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイライトステイ事業） 

様々な理由により児童の療育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設に委託し、

児童を保護することで、児童とその家族の福祉の向上を図ることを目的としている事業で

す。 

■子育て短期支援事業の延べ利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人日 

5 5 4 4 4 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） △5 △5 △4 △4 △4 

 

《確保方策の考え方》 

本村には児童福祉施設がなく、子育て短期支援事業を実施する体制を整備すること

が難しい状況にあります。 

量の見込みの推計では、計画期間内において子育て短期支援事業の利用はわずかに

あると見込んでいますが、本事業を必要とする保護者には近隣で本事業を実施してい

る自治体との調整を行うなどの対応を検討します。 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希

望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う

事業です。 

■子育て援助活動支援事業の延べ利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人日 

0 0 0 0 0 

 低学年 0 0 0 0 0 

 高学年 0 0 0 0 0 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 

 

《確保方策の考え方》 

量の見込みの推計では、計画期間内において子育て援助活動支援事業の利用はない

と見込んでいますが、小学生児童の放課後の居場所を確保する必要がある場合には、子

育てサポート事業での受け入れを行うこととします。 

 

（８）一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間

において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において一

時的な預かりや必要な保護を行う事業です。 

■一時預かり（幼稚園型）の延べ利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人日 

0 0 0 0 0 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） 0 0 0 0 0 

■一時預かり（幼稚園型以外）の延べ利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人日 

203 192 176 176 163 

確 保 方 策 ② 250 250 250 250 250 

過不足（②－①） 47 58 74 74 87 

 

《確保方策の考え方》 

一時預かり（幼稚園型）は計画期間内において利用はないと見込んでいます。一時預

かり（幼稚園型以外）は、ファミリーサポート事業での受け入れを確保方策とします。  
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（９）延長保育事業（時間外保育事業） 

認可保育所において、通常の利用時間に加えて延長して保育を実施する事業です。 

■延長保育事業の利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

15 15 12 13 11 

確 保 方 策 ② 20 20 20 20 20 

過不足（②－①） 5 5 8 7 9 

 

《確保方策の考え方》 

「鶴居保育園」で実施している延長保育、鶴居村社会福祉協議会にて実施している

「鶴居村子育て支援対策事業」により利用希望者の量の見込みを確保します。 

これまでの実績を考慮すると、現在の受け入れ体制で量の見込みに対する供給量は

確保できる見通しです。 

 

（10）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

保護者が就労等の理由により、家庭で保育できない病気や病気の回復期にある乳幼児や

小学生を対象に、病院や保育所等で保育を行う事業です。 

■病児保育事業の延べ利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人日 

11 11 10 10 9 

確 保 方 策 ② 0 0 0 0 0 

過不足（②－①） △11 △11 △10 △10 △9 

 

《確保方策の考え方》 

量の見込みでは病児保育事業の利用ニーズがある状況ですが、本村の保育施設及び

医療施設は、病児保育事業を行うための設備が整っておらず、必要となる人材の確保も

困難な状況にあります。 

今後は近隣で本事業を実施している自治体との調整を行うなどの対応を検討します。 
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業です。 

■放課後児童健全育成事業の利用者数 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

78 76 78 69 70 

 １年生 9 12 15 10 15 

 ２年生 19 8 11 14 9 

 ３年生 15 18 8 10 14 

 ４年生 16 14 17 7 10 

 ５年生 9 16 13 16 7 

 ６年生 10 8 14 12 15 

確 保 方 策 ② 80 80 80 80 80 

過不足（②－①） 2 4 2 11 10 

 

《確保方策の考え方》 

鶴居村子どもセンター「こすもす」に設置している「鶴居放課後児童クラブ」と下幌

呂放課後児童クラブ「青空キッズ」での受け入れを確保方策とします。 

これまでの受け入れ実績を考慮すると、量の見込みに対する供給量は確保できる見

通しです。 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、又は行事への

参加に要する費用等を助成する事業です。 

これまで村内保育園の給食費及び補食（おやつ）費を助成してきました。今後も保護者

のニーズ等を勘案し、必要とされる助成について検討を進めます。 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置、又は運営を促進するための事業です。 

新規参入を希望する事業者が出た場合に相談、助言等を行います。 
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（14）子育て世帯訪問支援事業【新規】 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等が

いる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、

家事・子育て等の支援を実施します。 
 

《確保方策の考え方》 

本村では当事業の対象となる世帯は過去にわずかに存在しており、役場窓口等における

相談対応や必要に応じて関係機関への適切な支援につなげてきました。 

本計画期間においては当事業に関して量の見込みは設定せず、支援を必要とする家庭が

あった場合に相談支援を行うとともに、必要に応じて適切な支援機関へつなぐこととしま

す。 

 

（15）児童育成支援拠点事業【新規】 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居

場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や

学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行います。 

また、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々

の児童の状況に応じた支援を包括的に提供します。 
 

《確保方策の考え方》 

本村では当事業の対象となる児童は過去にわずかに存在しており、学校や役場窓口等に

おける相談対応や先生や保健師等による支援につなげてきました。 

本計画期間においては当事業に関して量の見込みは設定せず、居場所を必要とする児童

を把握した場合にはその状況に応じた支援を行うこととします。 

 

（16）親子関係形成支援事業【新規】 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義

やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の

提供、相談及び助言を実施します。 

また、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の

交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行います。 
 

《確保方策の考え方》 

本村では当事業の対象となる世帯は過去にわずかに存在しており、役場窓口等における

相談対応や必要に応じて関係機関への適切な支援につなげてきました。 

本計画期間においては当事業に関して量の見込みは設定せず、支援を必要とする家庭が

あった場合に相談支援を行うとともに、必要に応じて適切な支援機関へつなぐこととしま

す。 
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（17）妊婦等包括相談支援事業【新規】 

妊娠期から出産・子育て期まで、面談等を通じて出産・育児等の相談やそれぞれに応じ

た情報提供を行い、必要な支援につなげます。 
 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人回 

90 90 99 99 108 

確 保 方 策 ② 120 120 120 120 120 

過不足（②－①） 30 30 21 21 12 

 

《確保方策の考え方》 

保健師が妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じられる体制を維持し、

伴走型の相談支援を行います。 

 

（18）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）【新規】 

現在の「子どものための教育・保育給付」とは別に、親が就労していない場合でも保育

園や認定こども園・幼稚園などで、時間単位で子どもを預けられるようにする制度です。 

なお、令和８年度以降は新設される「乳児等のための支援給付」に当事業は位置付けら

れます。 
 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人 

（必要定員数） 

3 3 3 3 3 

 ０歳 1 1 1 1 1 

 １歳 1 1 1 1 1 

 ２歳 1 1 1 1 1 

確 保 方 策 ② 0 3 3 3 3 

 ０歳 0 1 1 1 1 

 １歳 0 1 1 1 1 

 ２歳 0 1 1 1 1 

過不足（②－①） △3 0 0 0 0 

 

《確保方策の考え方》 

令和７年度に当事業の方向性の検討及び事業実施準備を進め、令和８年度から当事業を

開始する予定です。 

  



第６章 事業計画 

75 

（19）産後ケア事業【新規】 

産後退院後から産後11か月までの間に、助産師による授乳方法や心身のケア、育児のサ

ポートなど幅広い支援を行います。 
 

区分 単位 
令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

量の見込み ① 

人日 

27 27 30 30 33 

確 保 方 策 ② 40 40 40 40 40 

過不足（②－①） 13 13 10 10 7 

 

《確保方策の考え方》 

村外の助産院への委託により産後ケア事業の提供体制を確保し、産後の体調不良や育児

不安のある方を支援します。 

 

６．教育・保育の一体的提供の推進 

（１）認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

認定こども園は、保護者の就労状況等にかかわらず、新制度における教育・保育を一体

的に受けることが可能な施設であるため、国においても、普及に向けた取組が進められて

います。 

本村の就学前児童数は減少傾向にある上、既に教育・保育施設として「鶴居保育園」が

整備されているため、当面は現状のまま運営を行っていくこととします。 

将来的な認定こども園への移行については、教育・保育の量の見込み、財政状況等を考

慮し、取組を進めるものとします。 

 

（２）質の高い教育・保育についての基本的考え方 

「鶴居保育園」における教育機能の充実を図るとともに、就学へのスムーズな移行を行

い、質の高い幼児教育と保育の一体的な提供を推進します。 

支援を必要とする子どもに対しては、鶴居村障がい福祉計画等との整合・連携を図り、

ニーズに応じた質の高い幼児期の教育・保育の提供に努めます。 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業についての基本的考え方 

全ての子どもに対し、関連する諸制度との連携を図り、健やかな育ちを支援し、ニーズ

に応じた多様かつ総合的な子育て支援を充実させるよう努めていきます。 

また、子どもや家庭の状況に応じ、妊娠・出産期から切れ目のない支援が受けられるよ

う、地域子ども・子育て支援事業を実施します。 

加えて、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげるため、子どもや家庭の状況に応

じ、子育ての安心感や充実感を得られるような親同士の交流の場づくり、子育て相談や情

報提供などの支援を行います。 
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（４）保育所と小学校等との連携の推進 

「鶴居保育園」及び各村内小学校職員の共通理解を図り、一貫して指導を推進するほか、

職員の交流などを通じて、「鶴居保育園」と村内各小学校との連携を推進します。 

 

７．子育てのための施設等利用給付の円滑な実施 

（１）適切な給付の推進 

子育てのための施設等利用給付の実施にあたっては、保護者の経済的負担の軽減や手続

き等の利便性にも配慮しながら、公正かつ適正な給付に努めます。 

 

（２）都道府県との連携の方策 

特定子ども・子育て支援施設の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限

の行使に関して、円滑に制度を推進するため必要に応じて北海道との連携を図ります。 

北海道との連携においては、北海道に対して施設や運営者等の連携に必要な情報提供を

行うとともに、立入り調査や是正指導等が必要となった場合には北海道に協力を要請し、

適切な対応を行います。 
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１．計画の推進体制 

（１）庁内体制の整備 

本計画の推進にあたっては、施策に関わる関係部局が連携・協力し、横断的な取組を積極

的に進めます。 

 

（２）地域における取組や活動との連携 

子どもと子育て家庭に関する問題やニーズを常に把握しながら、地域における保育・教育・

福祉・保健・医療などの関係機関・団体等による活動を核とし、それらとのより一層の連携

を強化し、地域の子育て支援を進めます。 

 

（３）村民及び企業等への広報・啓発 

社会全体で子育て支援に取り組むために、村民や企業、関係団体等が計画の基本理念を共

有し、地域が子どもと子育て支援に関わる姿勢の共通認識を持って主体的に取り組めるよう、

計画内容の広報・啓発に努めるとともに、村外に対してもホームページなどを活用し、情報

発信を行います。 

 

２．計画の点検・評価・改善 

（１）計画の点検・評価と見直し 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、毎年度の進捗状況・

成果を点検するとともに、鶴居村子ども・子育て会議で協議しながら、計画の着実な推進を

図ります。なお、状況の変更等により計画の見直しの必要が生じたときには、鶴居村子ども・

子育て会議で協議の上、見直しを行うことができることとします。 

 

（２）計画の点検・評価と見直し 

ホームページなどを活用し、本計画に基づく取組や事業の進捗状況を広く公表していくこ

とで、村民への浸透を図ります。また、機会をとらえて村民意見を把握し、村民目線を活か

した施策・事業の推進を図ります。 
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３．計画の推進に向けた３つの連携 

本計画の実現に向けては、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供する

ため、関係者は次に掲げる相互の連携及び協働を図り、総合的な体制の下に子ども・子育て支

援を推進することを目指します。 

（１）市町村内における関係者の連携と協働 

質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施するため、地域の実情に応じ

て計画的に基盤整備を行うにあたり、教育・保育施設、地域型保育事業を行う者、その他の

子ども・子育て支援を行う者が相互に連携し、協働しながら地域の実情に応じた取組を進め

ていくこととします。 

また、妊娠・出産期からの各種健診等事業をスタートとして、子どものライフステージに

応じた切れ目のないサービスの提供と、関係機関等が情報共有して支援ができることが重要

となります。 

そのため、特に鶴居保育園においては、子ども・子育て支援において地域の中核的な役割

を担うとともに、地域型保育事業を行う者及び地域子ども・子育て支援事業を行う者等と連

携し、必要に応じてこれらの者の保育の提供等に関する支援を行うことが重要となることか

ら、円滑な連携が可能となるよう、積極的に関与していきます。 
 

（２）近隣市町村との連携と協働 

子ども・子育て支援の実施にあたり、地域の資源を有効に活用するため、地域の実情に応

じ、必要に応じて近隣市町村と連携、共同して事業を実施するなどの広域的取組を推進する

ことが必要となります。 

そのため、住民が希望するサービスを利用できるよう、近隣市町村と連携を図り、迅速な

対応ができる体制づくりを行います。特に、市町村域を超えたサービスの利用や、複数の市

町村に居住する子どもが利用することが見込まれる事業所内保育事業など、個々のサービス

の特性に留意して必要な連携と協働を行っていきます。 
 

（３）国・道との連携、関係部局間の連携と協働 

子ども・子育て支援制度により、認定こども園、幼稚園及び保育所を通じた共通の給付が

創設されるとともに、幼保連携型認定こども園の認可及び指導監督が一本化されました。 

そのため、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を一元的に行うとともに、子育て

支援に関係する全ての事業の一体的な提供や、家庭教育の支援施策を行う本村の関係各課と

の密接な連携を図ることが重要となります。そのためのツールとして、「発達支援ファイル」

を導入し、関係機関でつくる「地域福祉推進連絡協議会」において縦横連帯の地域支援体制

を構築します。 

また、子ども・子育て支援制度の総合的かつ効率的な推進を図るため、円滑な事務の実施

が可能な体制を整備します。 

さらに、近隣市町村間の連携を図る上では、必要に応じて都道府県が広域調整を行うこと

となっていることから、国・道との連携を図り、恒常的な情報交換と必要な支援を受けるこ

とで、円滑な事業展開を図ります。
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鶴居村子ども・子育て会議設置要綱 

（設置） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第72条第１項の規定に基

づき、鶴居村における子ども・子育て支援対策の推進に関し必要となる措置について協議する

ため、鶴居村子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を設置する。 
 

（組織） 

第２条 子ども・子育て会議は、委員 10 人以内をもって組織する。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。 

（１）子どもの保護者 

（２）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（３）子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

（４）その他村長が必要と認める者 
 

（任期） 

第３条 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とす。 
 

（運営） 

第４条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 
 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、必要の都度、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 
 

（庶務） 

第６条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において行う。 
 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が

別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成 26 年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この訓令は、令和６年８月 23 日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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鶴居村子ども・子育て会議委員名簿 

選出区分 所属団体等 氏 名 備 考 

第１号 

（保護者） 

鶴居保育園父母の会（副会長） 石 井 明 香  

鶴居小学校ＰＴＡ（副会長） 齋 藤 欣 己  

幌呂小学校ＰＴＡ 小 田 智 美  

下幌呂小学校ＰＴＡ（会長） 畠 山   務  

おひさまの会（会長） 植 田   牧  

第２号 

（事業従事者） 

主任児童委員 佐々木 智恵子  

主任児童委員 小 淵 尚 子  

母子保健推進委員 上 野 まゆみ  

第３号 

（学識経験者） 

教育委員会委員 藤 原 千 晶 副会長 

鶴居小学校校長 笹 川 義 孝 会長 

 

 

計画策定の経過 

年月日 会議名等 

令和６年６月 
「第３期鶴居村子ども・子育て支援事業計画」策定のためのアン

ケート調査 

令和６年８月29日（木） 

令和６年度 第１回鶴居村子ども・子育て会議 

 ○計画策定の概要について 

 ○子ども・子育てを取り巻く状況について 

 ○第２期計画の実施状況について 

 ○アンケート調査結果について 

令和６年12月17日（火） 
令和６年度 第２回鶴居村子ども・子育て会議 

 ○第３期鶴居村子ども・子育て支援事業計画素案について 

令和７年１月６日（月）～ 

令和７年１月31日（金） 
パブリックコメント（村民意見募集） 

令和７年３月17日（月） 

（書面会議） 

令和６年度 第３回鶴居村子ども・子育て会議 

 ○パブリックコメントの結果について 

 ○第３期鶴居村子ども・子育て支援事業計画案について 
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